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若狭湾周辺海域の文献調査結果（海底地質図）

 旧地質調査所（現（独）産業技術総合研究所・地質調査総合センター）が作成した海底地質図※ では、隠岐トラフ付近に広範囲に海底
地すべり跡と考えられる地形（崩落崖）が示されている。

 その他の海域には、海底地すべりを示唆するような崩落崖等は図示されていない。

凡例
※ ：・山本他(1989)：「鳥取沖海底地質図（20万分の1）」及び同説明書, 海洋地質図, 35号, 地質調査所

・山本他(1993)：「経ヶ岬沖海底地質図（20万分の1）」及び同説明書, 海洋地質図, 40号, 地質調査所
・山本他(2000)：「ゲンタツ瀬海底地質図（20万分の1）」及び同説明書, 海洋地質図, 50号, 地質調査所

拡大図（一例）

高浜発電所

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１／２９）

第314回審査会合資料
資料1-4-2、P64再掲
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若狭湾周辺海域の文献調査結果（表層堆積図）

 表層堆積図によると、隠岐トラフ周辺には海底地すべりを示唆する層相（層相５，６及び７）が図示されている。
 その他の海域には、海底地すべりを示唆する層相は図示されていない。

高浜発電所

池原ほか(1990)：「鳥取沖表層堆積図（20万分の1）｝，海洋地質図，地質調査所
片山ほか(2000)：「ゲンタツ瀬表層堆積図（20万分の1）」，海洋地質図，地質調査所
佐藤ほか(1993)：「経ヶ岬沖表層堆積図（20万分の1）」，海洋地質図，地質調査所

※凡例は次ページに掲載

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２／２９）

第314回審査会合資料
資料1-4-2、P64再掲
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層相区分の考え方

【層相の凡例】

※：池原研・佐藤幹夫・山本博文（1990）：高分解能音波探査記録からみた隠岐トラフの堆積作用，
地質学雑誌，96巻，pp.37-49.

【層相の区分詳細および特徴】
（池原他(1990)※から抜粋）

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（３／２９）

第314回審査会合資料
資料1-4-2、P66再掲
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旧地質調査所が判読した崩落崖

関西電力が判読した崩落崖

凡例

高浜発電所

若狭湾周辺海域では、隠岐トラフ周辺に多数の海底地すべり地形が認められるものの、それ以外の海域に
は海底地すべりが疑われる地形は認められなかった。

若狭湾周辺海域における海底地形トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（４／２９）

第314回審査会合資料
資料1-4-2、P67再掲
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●評価対象とする海底地すべり地形変化の算出（エリアＡ）

崩壊部長さ
(21.2km)

崩壊部頂点
（水深650m

深さ60m）

地すべり地形Es-G3を通る複数の海上音波探査記録から、崩壊部・堆積部
の幅、長さ、標高等を判読し、海底地形変化量分布図を作成した。

【凡例】
現地形
海底地形変化量分布
測線

崩壊部頂点から
堆積部頂点まで
の長さ(17.7km)

0 10km

K-
45

K-115

崩壊体積
約1.4km3

※測線は代表例

海底地形変化量分布図(Es-G3）

堆積部頂点
（水深1,000m、厚さ20m）

K-44

K-46
K-47

K-119

K-118

K-117

K-116

K-45

崩壊部

堆積部

K-115

崩壊部

高浜発電所

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（５／２９）

第314回審査会合資料
資料1-4-2、P82再掲
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崩壊部頂点
（水深830m

深さ130m）

海底地形変化量分布図(Es-K5）

堆積部頂点
（水深1190m、厚さ30m）

崩壊体積
約2.6km3

※測線は代表例

K-
21

K-120

K-21

K-120

崩壊部

堆積部

崩壊部

崩壊部長さ
(9.6km)

K-124

崩壊部頂点から
堆積部頂点まで
の長さ(15.2km)

K-123

K-122

K-121

K-19

K-20

K-22 【凡例】
現地形
海底地形変化量分布
測線

地すべり地形Es-G3を通る複数の海上音波探査記録から、崩壊部・堆積部
の幅、長さ、標高等を判読し、海底地形変化量分布図を作成した。

高浜発電所

●評価対象とする海底地すべり地形変化の算出（エリアB）トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（６／２９）

第314回審査会合資料
資料1-4-2、P83再掲
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崩壊部頂点
（水深550m

深さ150m）

堆積部頂点
（水深800m、厚さ110m）

海底地形変化量分布図(Es-T2）

崩壊体積
約3.7km3

※測線は代表例

GA-23

GA-W

GA-W

GA-23

崩壊部

堆積部

崩壊部

崩壊部長さ
(7.0km)

崩壊部幅
(6.0km)

崩壊部頂点から
堆積部頂点まで
の長さ(5.9km)

GA-
19
GA-
20

GA-
21

GA-
22

GA-V
GA-Ｘ

【凡例】
現地形
海底地形変化量分布
測線

地すべり地形Es-G3を通る複数の海上音波探査記録から、崩壊部・堆積部
の幅、長さ、標高等を判読し、海底地形変化量分布図を作成した。

高浜発電所

●海底地すべり地形変化の算出（エリアC Es-T2）トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（７／２９）

第314回審査会合資料
資料1-4-2、P84再掲
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K-120
K-56

K-54

K-52

崩壊堆積
約0.2km3

崩壊部頂点
（水深957m，
深さ37m）

崩壊部幅
（4.0km）

堆積部頂点
（水深1108m，厚さ
12m）

崩壊部長さ
（3.9km）

崩壊部頂点から堆積部
頂点までの長さ
（5.9km）

1.0sec

1.2sec
（900m）

1.4sec

1.6sec
（1200m）

1.8sec

（650m）

K-120

00：30 00：1500：4501：00

堆積部

崩壊部

K-56

1.0sec
（750m）

1.2sec
（900m）

1.4sec

1.6sec
（1200m）

05：3005：4506：00
1.6sec
（1200m）

崩壊部

高浜発電所

地すべり地形Es-G3を通る複数の海上音波探査記録から、崩壊部・堆積部
の幅、長さ、標高等を判読し、海底地形変化量分布図を作成した。

●海底地すべり地形変化の算出（エリアA Es-G101）
※測線は代表例

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（８／２９）
第810回審査会合
資料1-2 P21再掲
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1.2sec
（900m）

1.4sec

1.6sec
（1200m）

1.0sec

04：3004：4505：00
（1300m）

堆積部

05：1505：30

05：45

GA-19崩壊部

GA-L

21：4521：3021：15 22：00

0.8sec
（600m）

0.6sec

1.0sec

1.2sec
（900m）

（350m）

1.4sec

GA-M

崩壊部

高浜発電所

●海底地すべり地形変化の算出（エリアC Es-T13）

地すべり地形Es-G3を通る複数の海上音波探査記録から、崩壊部・堆積部
の幅、長さ、標高等を判読し、海底地形変化量分布図を作成した。

※測線は代表例

GA-20

GA-L GA-M

崩壊堆積
約2.2km3

崩壊部頂点
（水深869m，深さ
139m）

崩壊部幅
（5.2km）

崩壊部長さ
（6.1km）

崩壊部頂点から堆積部
頂点までの長さ
（7.1km）

GA-N

GA-O

GA-19

GA-P

堆積部頂点
（水深895m，厚さ45m）

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（９／２９）
第810回審査会合
資料1-2 P22再掲



10

GA-15

GA-I GA-J崩壊堆積
約1.0km3

崩壊部頂点
（水深605m，深さ
85m）

崩壊部幅
（3.9km）

堆積部頂点
（水深762m，厚さ28m）

崩壊部長さ
（6.7km）

崩壊部頂点から堆積部
頂点までの長さ
（10.4km）

GA-K
GA-L

GA-13

GA-15

20：00

19：45 19：30 19：15 19：00

1.0sec
（750m）

1.2sec
（900m）

1.4sec

18：0017：45 18：15 18：30

0.8sec
（600m）

0.6sec

1.0sec

1.2sec
（900m）

0.4sec
（300m）

GA-I

高浜発電所

●海底地すべり地形変化の算出（エリアC Es-T14）

地すべり地形Es-G3を通る複数の海上音波探査記録から、崩壊部・堆積部
の幅、長さ、標高等を判読し、海底地形変化量分布図を作成した。

※測線は代表例
トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１０／２９）
第810回審査会合
資料1-2 P23再掲
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［出所］藤井直樹・松山昌史・森勇人(2018)：地すべりによる津波の平面水槽を用いた水理模型実験，土木学会論文集B2（海岸工学）, Vol.74, No.2, I_145-I_150, 2018.

水理模型実験により、海底地すべりによる津波では、地すべりの進展方向（海側）では上昇波が先行するのに対し、地すべりの進展方向と逆側
（陸側）では下降波が先行する津波となる特徴があることが確認されている。

●水位下降波先行に関する文献

H2
H3

H4

（
陸
側
）

（
海
側
）

斜面

斜面

粒状体

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１１／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P24再掲
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●２波目以降の水位変動の増幅（１／１６）

海底地すべりによる津波の波形・スナップショット（１／８）

基準津波定義位置

取水口前

エリアＢ（Kinematicモデル）

１波目
２波目以降

エリアＣ（Kinematicモデル）

基準津波定義位置

取水口前

１波目
２波目以降

 反射の影響の小さい沖合（基準津波定義位置）では、1波目の振幅が最大で、２波目以降では振幅は徐々に減衰する。

 取水口前の1波目の水位下降は、沖合（基準津波定義位置）での波形がほぼそのまま伝播してきている。

 沖合（基準津波定義位置）では２波目以降は徐々に振幅が減衰するのに対し、取水口前の２波目以降は１波目よりも振幅が増幅している。

⇒２波目以降の増幅には津波の伝播特性が影響していると考えられることから、スナップショットによる確認を行う。

基準津波
定義位置

（水深55m地点）

高浜発電所

取水口前

放水口前

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１２／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P25再掲
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40分

48分 56分 64分 72分

30分 32分 35分

海底地すべりによる津波の波形・スナップショット（２／８）

エリアA（Kinematicモデル）

64分頃までは引き波⇒72分ごろ押し波の順で高浜発電所取水口位置まで津波が一様に伝播している。

高浜発電所

大島半島

●２波目以降の水位変動の増幅（２／１６）
トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１３／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P26再掲
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76分 80分

64分 68分 72分

64分頃までは引き波⇒押し波の順で高浜発電
所取水口位置まで津波が一様に伝播している
が、72分以降は波源からの2波目と大島半島
等からの反射波が混在している。

取水口前

基準津波定義位置

基準津波定義位置

64分

68分

72分

76分

80分

84分

高浜発電所

64分

68分

72分

76分

80分

84分

海底地すべりによる津波の波形・スナップショット（３／８）

エリアA（Kinematicモデル）

●２波目以降の水位変動の増幅（３／１６）
トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１４／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P27再掲
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48分頃までは引き波⇒押し波の順で高浜発電所取水口位置まで津波が一様に伝播しているが、56分以降は波源からの2波目と大島半島等からの反射波が混
在している。

高浜発電所

大島半島

海底地すべりによる津波の波形・スナップショット（４／８）

エリアＢ（Kinematicモデル）

●２波目以降の水位変動の増幅（４／１６）
トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１５／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P28再掲
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52分頃までは引き波⇒押し波の順で高浜発電
所取水口位置まで津波が一様に伝播している
が、56分以降は波源からの2波目と大島半島
等からの反射波が混在している。
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-1.0

0.0
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3.0

4.0

0 15 30 45 60 75 90

水
位
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取水口前

-4.0
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-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0 15 30 45 60 75 90

水
位
(m
)

時 間 (min)

基準津波定義位置

基準津波定義位置

36分

40分

44分

48分

52分

56分

36分

40分

44分

48分

52分

56分

高浜発電所

海底地すべりによる津波の波形・スナップショット（５／８）

エリアＢ（Kinematicモデル）

●２波目以降の水位変動の増幅（５／１６）
トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１６／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P29再掲
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56分頃までは引き波⇒押し波の順で高浜発電所取水口位置まで津波が一様に伝播しているが、64分以降は波源からの2波目と大島半島等からの反射波が混
在している。

高浜発電所

大島半島

海底地すべりによる津波の波形・スナップショット（６／８）

エリアＣ（Kinematicモデル）

●２波目以降の水位変動の増幅（６／１６）
トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１７／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P30再掲
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60分頃までは引き波⇒押し波の順で高浜発電
所取水口位置まで津波が一様に伝播している
が、64分以降は波源からの2波目と大島半島
等からの反射波が混在している。

取水口前

基準津波定義位置
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基準津波定義位置

44分

48分

52分

56分

60分

64分

48分

52分

56分

60分

64分

44分

高浜発電所

海底地すべりによる津波の波形・スナップショット（７／８）

エリアＣ（Kinematicモデル）

●２波目以降の水位変動の増幅（７／１６）
トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１８／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P31再掲
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海底地すべりによる津波の波形・スナップショット（８／８）

●２波目以降の水位変動の増幅（８／１６）

 海底地すべりによる津波（エリアＢ（Kinematicモデル）、エリアＣ（Kinematicモデル））の
波形・スナップショットから、海底地すべりによる津波自体は１波目の振幅が大きいが、高浜発電
所取水口位置においては周辺地形に起因する反射波の影響によって２波目以降の振幅が増大
することを確認した。

 エリアＡやWatts他の予測式による波形においても取水口位置では２波目以降の振幅が増幅さ
れていることから、若狭湾の伝播特性によって生じる高浜発電所取水口位置の津波波形の一般
的な特性と考えられる。

⇒津波波形としての一般性を確認するため、正弦波を用いた検討を行う。

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（１９／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P32再掲
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基準津波
定義位置

（水深55m地点）

高浜発電所

取水口前

放水口前

 既許可時には、下記のように若狭湾北側から正弦波を一様に入力し、若狭湾の周期特性を確認している。

 高浜発電所取水口位置における２波目以降の増幅特性を確認するため、既許可時と同様に正弦波を用いた津波の伝播特性の確認を行う。

正弦波を用いた確認（１／８）

●２波目以降の水位変動の増幅（９／１６）
トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２０／２９）

第141回審査会合
資料1-3、P160抜粋

第141回審査会合
資料1-3、P163抜粋

第810回審査会合
資料1-2 P33修正
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 海底地すべりによる津波を模擬した波形とするため、水位下降波先行の正弦波とする。

 海底地すべりによる津波の基準津波定義位置の波形及びスナップショットから、入力波として明瞭な振幅が存在する波数として正弦波は２波とする。

 海底地すべりによる津波の卓越周期（既許可時の分析結果）を踏まえ、正弦波の周期は15分とする。

 取水口位置で１波目の振幅が0.7m程度となるように、入力する正弦波の振幅は0.5mとする。

150m格子領域北境界から正弦波を入力領域4

領域5

領域6

領域9

領域7
領域8

領域11領域10

領域13

領域14

領域12

入力波形

●２波目以降の水位変動の増幅（１０／１６）

正弦波を用いた確認（２／８）
トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２１／２９）

第141回審査会合
資料1-3、P164抜粋

第810回審査会合
資料1-2 P34修正
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●２波目以降の水位変動の増幅（１１／１６）

正弦波を用いた確認（３／８）

取水口前

基準津波定義位置

 反射の影響の小さい沖合（基準津波定義位置）では、1波目の振幅が最大で、２波目以降では振幅は徐々に減衰する。

 取水口前の1波目は、沖合（基準津波定義位置）での波形がほぼそのまま伝播してきている。

 沖合（基準津波定義位置）では２波目以降は徐々に振幅が減衰するのに対し、取水口前の２波目以降は１波目よりも振幅が増幅している。

⇒２波目以降の増幅には津波の伝播特性が影響していると考えられることから、スナップショットによる確認を行う。

基準津波
定義位置

（水深55m地点）

高浜発電所

取水口前

放水口前

１波目
２波目以降

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２２／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P35再掲
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0分 3分 9分

10分 12分 15分

18分 21分 24分

高浜発電所

●２波目以降の水位変動の増幅（１２／１６）

正弦波を用いた確認（４／８）

正弦波による検討のスナップショット

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２３／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P36再掲
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27分 30分 33分

36分 39分 42分

45分 48分 51分

高浜発電所

●２波目以降の水位変動の増幅（１３／１６）

正弦波を用いた確認（５／８）

正弦波による検討のスナップショット

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２４／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P37再掲
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54分 57分 60分

63分 66分 69分

72分 75分

30分頃までは引き波⇒押し波の順で高浜発電所
取水口位置まで津波が一様に伝播しているが、33
分以降は波源からの2波目と大島半島等からの反
射波が混在している。

高浜発電所

●２波目以降の水位変動の増幅（１４／１６）

正弦波を用いた確認（６／８）

正弦波による検討のスナップショット

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２５／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P38再掲
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●２波目以降の水位変動の増幅（１５／１６）

正弦波を用いた確認（７／８）

入力波形

波形：正弦波
形状：下降波先行、上昇波先行
振幅：0.3, 0.4, 0.5, 0.6m
周期：15分
波数：２

 下降波先行・上昇波先行や入力波の振幅に関わらず、１波目より２波目以降の水位変動が大きい。

 入力波の振幅が大きいほど水位変動が大きい。

正弦波を用いた確認において、形状パターン及び振幅を変えたパラメータスタディを実施した。

下降波先行
基準津波定義位置

取水口前

上昇波先行
基準津波定義位置

取水口前

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２６／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P39再掲
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●２波目以降の水位変動の増幅（１６／１６）

正弦波を用いた確認（８／８）

正弦波による検討の波形・スナップショットから、高浜発電所取水口位置における１波目は沖合からの
入力波がそのまま伝播しているが、周辺地形に起因する反射波の影響によって２波目以降の振幅が
増大することを確認した。

 海底地すべりによる津波の波形・スナップショット及び正弦波を用いた検討における波形・スナップ
ショットから、高浜発電所取水口位置においては、周辺地形に起因する反射波の影響によって２
波目以降の水位変動が増幅する傾向があることを確認した。

 ２波目以降の水位変動の増幅は若狭湾の伝播特性に起因する特徴と考えられることから、前提
とする津波波形の形状的特徴として妥当であると考えられる。

２波目以降の水位変動の増幅 まとめ

トリガーの妥当性

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２７／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P40再掲
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【経路図】2018年台風21号

気象庁提供データより

【経路図】2019年 台風19号

【2018年の台風21号の潮位データ(1分間平均値)】

※：3号海水ポンプ室潮位計は定検作業により隔離中

【2019年の台風19号の潮位データ (瞬時値５秒)】

通常の潮汐との関係性（台風時の経路と発電所の潮位データ）

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２８／２９）
第810回審査会合
資料1-2 P41再掲
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【海水ポンプトラッシュピット排水ライン形状】

トラッシュピット排水ポンプ

４号炉
海水ポンプ

３号炉
海水ポンプ

４号
海水ポンプ室
潮位計

３号
海水ポンプ室
潮位計

排水ライン切替弁

循環水ポンプ側取水路へ

海水ポンプ非常用取水路

海水ポンプ取水路

海水ポンプウェルトラッシュピット排水ラインの形状等について

トリガー（判断基準）の妥当性、網羅性（参考）（２９／２９）

第810回審査会合
資料1-2 P42再掲
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〇 通常の潮汐とは異なる潮位変動を検知した場合のゲート閉止時間について
• ゲート扉体は短尺ラック棒（1m）によりゲート落下機構に固定されていることから、現状を反映したゲート閉止時間を

算定する。
• ゲート扉体の落下距離6mのうち、ラック棒がゲート落下機構を通過する区間（以下「区間①」という。）は1mである。

区間①においては、ゲート扉体はゲート落下機構に落下速度を制限された状態で落下し、その後の5m区間（以下
「区間②」という。）については自由落下となる。

a. 区間①の落下時間
• 長尺ラック棒（6m）がゲート落下機構を通過する時間は3m/分（検査等で確認済）であることを踏まえ、短尺

ラック棒（1m）がゲート落下機構を通過する区間①（1m）の落下時間は20秒（ 1m/（3m/分）=20
秒）と評価できる。

b. 区間②の落下時間
• すでに津波が到達していることから、津波による流水抵抗等を考慮し、落下時間を算定する。
• 保守的な評価として、ゲート全閉時に扉体に作用する津波波力及び流速による抵抗力並びに浮力を考慮することと

し、津波水位はT.P.＋2.0m、流速は3.0m/sを用いる。
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評価に用いる津波水位 T.P.+2.0m
評価に用いる流速 3.0m/s

取水路防潮ゲート
閉止開始

取水路防潮ゲート
閉止完了

取水路防潮ゲート
閉止開始

取水路防潮ゲート
閉止完了

通常の潮汐とは異なる潮位変動を検知した場合のゲート閉止時間について(1/3)

運用成立性（参考）（１／７）

第810回審査会合
資料1-2 P44再掲
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b. 区間②の落下時間
ゲート扉体の運動方程式を解くことにより、落下加速度を求め、落下時間を算定する

𝑚
𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= 𝑚𝑔 − 𝜇𝐹𝑎 − 𝜇𝐹𝑏 − 𝐹𝑐

ゲート扉体

ゲート落下機構

T.P.±0m

T.P.-6.0m

z(m)

ラック棒
ここで、m：ゲート扉体重量（=約70 kN/m3）

z ：ゲート扉体の落下距離（m）
Fa：津波波圧の合力（kN）※谷本式を用いて波力を算定
Fb：流速による流水抵抗（kN）
Fc：浮力（kN）
μ ：摩擦抵抗（＝0.4とする。）

ゲート全閉時に扉体に作用する津波波力及び流速による抵抗力並びに浮力を考慮すると、抵抗力等を考慮した落
下加速度は5.49m/s2となる。【詳細は次ページ】
さらに、保守的な想定として、区間②における自由落下開始時の速度を0 m/sとすると、落下加速度5.49m/s2より、
区間②（5m）の落下時間は約1.4秒となる。

…式①

t =
2ℎ

𝑔
=

2×5

5.49
= 1.35 s落下時間

ここで、 t：ゲート落下時間（s）
h：ゲート落下区間（m）
g：落下加速度（m/s2）

a.及びb.より、取水路防潮ゲートを閉止（ゲート扉体が6m落下）するまでに要する時間は22秒程度と算定できるもの
の、裕度を持たせて1分と評価している。

通常の潮汐とは異なる潮位変動を検知した場合のゲート閉止時間について(2/3)

運用成立性（参考）（２／７）

第810回審査会合
資料1-2 P45再掲
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T.P.±0m

T.P.-6.0m

朔望平均満潮位
T.P.+0.48 m

高潮潮位 T.P.+1.29 m

aI=0.8m

最大津波水位 T.P.+2.0 m

η*＝3aI×1.5＝3.6m

津波作用高さ T.P.+4.89 m

p1=2.2ρ0gaI×1.5

p1=2.2ρ0gaI×1.5
=2.2×1.03×9.80665×0.8×1.5
=26.67 kN/m2

ゲート1枚に作用する波力は、作用幅3.9m、作用高さ
6mより、

Fa=26.67 × 3.9 × 6 
=624.1 kN

谷本式により津波波力を算定する。

（A）Fa：津波波圧の合力（kN）

（B）Fb：流速による流水抵抗（kN）

（C）Fc：浮力（kN）

以下の式により抵抗力を算定する。（ダム・堰施設技術基準（案）P.597）

Fb=1/2×ρ0×v2×C×A
=1/2×1.03×32×1.0×3.9×6
=108.5 kN

ここで、v：流速（3.0m/s）
C：水に対する抵抗係数（=1.0）※ダム・堰施設技術基準（案）P.597

以下の式により浮力を算定する。（水門鉄管技術基準 P.44）
Fc=ρ0×g×V

=1.03×9.80665×0.847
=8.6 kN

ここで、V：扉体の体積（0.847m3）

𝑚
𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= 𝑚𝑔 − 𝜇𝐹𝑎 − 𝜇𝐹𝑏 − 𝐹𝑐

70 ×
𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= 70 × 9.80665 − 0.4 × 624.1 − 0.4 × 108.5 − 8.6

𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= 5.49 m/s2

通常の潮汐とは異なる潮位変動を検知した場合のゲート閉止時間について(3/3)

運用成立性（参考）（３／７）

第810回審査会合
資料1-2 P46再掲
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① 判断基準到達※から上
昇前の潮位までの時間

② 下降継続の
判断時間

合計時間
（①+②）

「さらに、上昇前の潮
位から2分以内に
0.1m以上下降するこ
と」の判断に要する時間

0.65分 2.0分 2.65分
上昇前の潮位（通常潮位）

① ②

余裕時間8.7分（＊）

＜海底地すべりエリアB_Kinematicモデル（水位上昇側）の波形を上下反転させた波形＞

〇プラント影響の可能性がある初動上げ波の海底地すべり起因の津波は、下げ初動の地すべりに比べ影響が十分小さく、解析で
は上げ波襲来の影響は確認できなかったが、運用上、保守的に上げ初動の検知を行うこととした。

〇一方、過去の潮位変動に、クラゲ来襲時の排水に起因し、潮位が一旦上昇し、その後下降、上昇前の潮位で安定する挙
動あり。初動上げ波を検知する場合、「観測潮位が10分以内に0.7m以上上昇し、その後、最高潮位から10分以内に
0.7m以上下降すること」に加え、「さらに、上昇前の潮位から2分以内に0.1m以上下降すること」を判断基準に加え、津波
との判別を図る。

〇「さらに、上昇前の潮位から2分以内に0.1m以上下降すること」の追加により、防潮ゲート閉止判断のタイミングが遅くなる（＝
余裕時間の減少）可能性があるが、その影響は以下のとおり。

 検知基準の設定には、上げ波を仮定する必要があるため、初動下げ波でプラント影響の可能性がある最も余裕時間が
短い「エリアB Kinematicモデル（水位上昇側）」の波形を上下反転させ、最も保守的な条件で検討する。

 検討に際しては、「さらに、上昇前の潮位から2分以内に0.1m以上下降すること」の継続監視時間を最大2分として、評価
した。

「さらに、上昇前の潮位から2分以内に0.1m以上下降すること」 の判断時間を評価した結果、上昇前の潮位からの下降
継続の監視時間を最大２分とした場合においても、施設影響が生じるまでの余裕内に、防潮ゲート閉止を完了できること
を確認した。検討は、上げ波として保守的な条件を仮定しており、これにより、判断基準は有効であると考えている。

１号炉海水ポンプ室潮位（赤線）
3，4号炉海水ポンプ室潮位（青線）

判断に要する時間
2.65分

保守的に初動上げ波を想定した場合の余裕時間
6.05分

※：観測潮位が10分以内に0.7m以上上昇し、その後、最高潮位から10分以内に0.7m以上下降

＊循環水ポンプ運転状態の場合、防潮ゲート
閉止時間に5分追加のため、余裕は3.7分。
ただし、潮位変動はCWP運転により大きく
下がる。

津波検知の判断基準に初動上げ波を追加することに伴う余裕時間の評価について

運用成立性（参考）（４／７）

第810回審査会合
資料1-2 P47修正
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確実な津波検知および津波以外による誤検知防止の観点より、潮位計４台を用い、２台が判断基準に到
達した時点で防潮ゲートを閉止。
なお、仮に１台が点検又は故障しても不信頼除外とでき、常に健全な２台で判断可能であり、原子炉安全
上の影響はない。このため、保安規定における所要台数は３台を想定。

①４台が健全な場合
⇒ ４台中２台が判断基準に至った時点でゲート閉止

②1台が点検又は故障した場合
⇒ 点検又は故障した１台は不信頼除外とし、健全な3台中2台が判

断基準に至った時点でゲート閉止

図 防潮ゲート閉止判断のイメージ

潮位計による津波検知の判断基準において考慮する条件は以下のとおり。
① 「破壊伝播速度を最大とした一波目が最大となる波源による潮位変動」の津波シミュレートにおいて、プラン

ト影響ある潮位に至る前に防潮ゲートを閉止することにより、時間に余裕をもって対応できる検知基準。
② 「破壊伝播速度を遅くし、一波目が低くなるが、二波目以後がプラントに影響する」津波シミュレートに対し

て、これを検知できる検知基準。
③ 過去の潮位計３台の潮位変動の実績調査において、津波以外の場合に誤検知せず、プラント影響ある

津波を見逃さない検知基準。
④ 上記①～③が、４台の潮位計のうち、１台アウトサービス（点検又は故障）しているときも津波以外で誤

検知せず、プラント影響ある津波を見逃さない検知基準。

故障

潮位計による取水路防潮ゲート閉止判断の考え方

運用成立性（参考）（５／７）

第810回審査会合
資料1-2 P43修正
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 経ヶ岬に設置されている沿岸波浪計はレーダー式波浪計であり、海岸から電波（マイクロ波）を海面

に向けて発射し、 波浪に伴う海面の動きに応じて反射波を測定している。

経ヶ岬沿岸波浪計（気象庁が管理）
場所：京都府 京丹後市 経ヶ岬

波高（波の高さ）

沿岸
波浪計

潮位

• 沿岸波浪計は海上にあらわれる波の山とそれに続く波の谷との

高さの差を観測している。（標高を観測しているのではない）

• 潮位は基準面から計った海面の高さで、波浪など短周期の変

動を平滑除去したもの。

沿岸波浪計について

運用成立性（参考）（６／７）

 沿岸波浪計では、一つ一つの波の表面的な動きを相対的に求めて波高としており、水位を計測してい
るわけではない。
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潮位計

沿岸波浪計について

運用成立性（参考）（７／７）

• 検潮所で水位を計測するためには風浪の影響を受けないように導水管で外海とつながった検潮
井戸の水位を図る必要がある。⇒検潮所

• 検出器から発信された超音波が海水面で反射して戻ってくるまでの時間差を測定することにより、
水位として計測する。

• 観測方法としては非接触式のほかにもフロート式、差圧式などがある。

●潮位計設置イメージ

（T.P.+3.0m）

潮位計架台非接触式

2号炉
海水ポンプ室

入力津波高さ（T.P.+2.6m）
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(1)－１．外郭防護１における評価結果への影響（地上部からの到達流入評価結果への影響）

状況 津波水位※１（防潮ゲート開） 評価

1

号
炉
及
び
2

号
炉

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内
包する建屋

T.P.+3.5m以上の敷地に設置されている。
放水口側は高さT.P.+8.0mの放水口側防潮堤及び防潮
扉並びに設計高さT.P.+8.0mの1号及び2号炉放水ピット
止水板を設置する。

T.P.+4.4m（1号炉海水ポンプ室）

到達・流入が否定できない※２T.P.+4.4m（2号炉海水ポンプ室）

T.P.+4.6m（放水路（奥））

設計基準対象施設
の津波防護対象設
備のうち屋外設備

海水ポンプ室

T.P.+3.5m以上の敷地に設置されている。
放水口側は高さT.P.+8.0mの放水口側防潮堤及び防潮
扉並びに設計高さT.P.+8.0mの1号及び2号炉放水ピット
止水板を設置する。

T.P.+4.4m（1号炉海水ポンプ室）

到達・流入が否定できないT.P.+4.4m（2号炉海水ポンプ室）

T.P.+4.6m（放水路（奥））

復水タンク

T.P.+5.2m以上の敷地に設置されている。
放水口側は高さT.P.+8.0mの放水口側防潮堤及び防潮
扉並びに設計高さT.P.+8.0mの1号及び2号炉放水ピット
止水板を設置する。

T.P.+4.4m（1号炉海水ポンプ室）

到達・流入しないT.P.+4.4m（2号炉海水ポンプ室）

T.P.+4.6m（放水路（奥））

燃料油貯油そう

T.P.+24.9m以上の敷地に設置されている。
放水口側は高さT.P.+8.0mの放水口側防潮堤及び防潮
扉並びに設計高さT.P.+8.0mの1号及び2号炉放水ピット
止水板を設置する。

T.P.+4.4m（1号炉海水ポンプ室）

到達・流入しないT.P.+4.4m（2号炉海水ポンプ室）

T.P.+4.6m（放水路（奥））

３
号
炉
及
び
４
号
炉

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内
包する建屋

T.P.+3.5m以上の敷地に設置されている。
放水口側は高さT.P.+8.0mの放水口側防潮堤及び防潮
扉並びに設計高さT.P.+8.0mの1号及び2号炉放水ピット
止水板を設置する。

T.P.+4.5m（３，４号炉循環水ポンプ室前面）

到達・流入が否定できない※２

T.P.+4.6m（放水路（奥））

設計基準対象施設
の津波防護対象設
備のうち屋外設備

海水ポンプ室

T.P.+3.5m以上の敷地に設置されている。
放水口側は高さT.P.+8.0mの放水口側防潮堤及び防潮
扉並びに設計高さT.P.+8.0mの1号及び2号炉放水ピット
止水板を設置する。

T.P.+4.5m（３，４号炉循環水ポンプ室前面）

到達・流入が否定できない
T.P.+4.6m（放水路（奥））

燃料油貯油そう

T.P.+3.5m以上の敷地に設置されている。
放水口側は高さT.P.+8.0mの放水口側防潮堤及び防潮
扉並びに設計高さT.P.+8.0mの1号及び2号炉放水ピット
止水板を設置する。

T.P.+4.5m（３，４号炉循環水ポンプ室前面）

到達・流入が否定できない※３

T.P.+4.6m（放水路（奥））

復水タンク

T.P.+3.5m以上の敷地に設置されている。
放水口側は高さT.P.+8.0mの放水口側防潮堤及び防潮
扉並びに設計高さT.P.+8.0mの1号及び2号炉放水ピット
止水板を設置する。

T.P.+4.5m（３，４号炉循環水ポンプ室前面）

到達・流入しない※４

T.P.+4.6m（放水路（奥））

〇取水路防潮ゲート「開」の場合、一部設備において、地上部からの津波の到達・流入が否定できない。

※１：取水路防潮ゲート開状態において、既許可の評価から変更となる水位を赤字で記載
※２：建屋境界壁には、水密扉及び貫通部止水処置を施している（１，２号：既許可で確認済みの対策、３，４号：既許可で未確認の対策）ことから、建屋への津波の流入はないと考えられる。
※３：燃料油貯油そうの蓋にかかる水圧を評価した結果（既許可で未確認の評価）、津波の流入はないと考えられる。
※４：復水タンクはT.P.15.0mの高台に設置されており、津波の到達・流入はない。

●防潮ゲート開状態における施設影響確認については、「海底地すべりエリアB（Kinematicモデルによる方法）」の津波水位
計算結果に潮位のばらつき(上昇側+0.15m、下降側-0.17m)及び高潮裕度(上昇側+0.49m)を考慮した数値にて行う。隠岐トラフ海底地すべり単独の

津波の防潮ゲート開状態における
施設影響確認（１／４）

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P1修正
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エリア
津波水位※１

（防潮ゲート開）
許容津波水位 裕度 評価

取水路

１号炉
海水系 海水ポンプ室 T.P.+4.4m

（1号炉海水ポンプ室）
T.P.+3.5m ▲0.9m

経路からの津波の流入が否
定できない循環水系 循環水ポンプ室

２号炉
海水系 海水ポンプ室 T.P.+4.4m

（2号炉海水ポンプ室）
T.P.+3.5m ▲0.9m

経路からの津波の流入が否
定できない循環水系 循環水ポンプ室

３号及び４号炉

海水系

点検用トンネル T.P.+4.1m T.P.+12.1m 8.0m 流入しない

海水ポンプ室 T.P.+4.4m T.P.+3.5m ▲0.9m
経路からの津波の流入が否
定できない

循環水系
循環水ポンプ室 T.P.+4.5m T.P.+3.5m ▲1.0m

経路からの津波の流入が否
定できない

取水路防潮ゲート前面 T.P.+4.3m T.P.+8.5m 4.2m 流入しない

１号及び２号炉 その他配管
(クリーンアップ排水管等)

T.P.+4.5m T.P.+3.5m ▲1.0m
経路からの津波の流入が否
定できない３号及び４号炉

放水路
１号及び２号炉 放水路

放水口付近 T.P.+4.4m T.P.+8.0m 3.6m 流入しない

防潮扉前 T.P.+4.6m（放水路（奥）） T.P.+8.0m 3.4m 流入しない

放水路（奥）
T.P.+4.6m T.P.+8.0m 3.4m 流入しない

放水ピット

３号及び４号炉 放水口付近 T.P.+4.4m T.P.+8.0m 3.6m 流入しない

屋外排水路

取水路に連接される系統 T.P.+4.5m T.P.+3.5m ▲1.0m
経路からの津波の流入が否
定できない

１，２号炉放水路に連接される系統 T.P.+4.6m（放水路（奥）） T.P.+8.0m 1.3m 流入しない

放水口側護岸から直接海に連接される系統 T.P.+4.4m（放水口前面） T.P.+8.0m 1.8m 流入しない

〇取水路防潮ゲート「開」の場合、一部の経路からの津波の流入が否定できない。

(1)－２．外郭防護１における評価結果への影響（各経路からの流入評価結果）

※１：取水路防潮ゲート開状態において、既許可の評価から変更となる水位を赤字で記載

隠岐トラフ海底地すべり単独の津波の防潮ゲート開状態における施設影響確認（２／４）

基準適合性、申請書記載要否（参考）（２／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P2修正
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〇外郭防護２の評価において設定した浸水想定範囲は、取水路防潮ゲート開の状態では津波が流入すると考えられる。
〇なお、上記の津波の流入を想定した場合における津波水位と海水ポンプの機能保持水位との比較を実施した結果、１号

炉及び２号炉海水ポンプの機能保持水位は津波水位を上回ることから、海水ポンプが機能喪失することはないが、３、４
号炉海水ポンプの機能保持水位は津波水位を下回ることから、海水ポンプが機能保持できない。

(２) 外郭防護２における評価結果への影響

海水ポンプ機能保持水位 津波水位※1 評価

1号炉 T.P.+4.67m
T.P.+4.4m

（1号炉海水ポンプ室前面） 海水ポンプ機能保持水位は津波水位を上回る
ことから、海水ポンプが機能喪失することはない。

2号炉 T.P.+4.67m
T.P.+4.4m

（２号炉海水ポンプ室前面）

3,4号炉 T.P.+3.85m
T.P.+4.4m（T.P.+3.7m※3）

（３，４号炉循環水ポンプ室前面※２）

海水ポンプ機能保持水位は津波水位を下回る
ことから、海水ポンプが機能保持できない。
（ただし、海水ポンプ及び循環水ポンプの運転
台数、解析モデルを実態に合わせた評価では、
海水ポンプが機能喪失することはない。）

〇外郭防護２の評価と同様に、内郭防護において設定した浸水防護重点化範囲の境界壁まで、取水路防潮ゲート開の状
態では津波が直接流入すると想定した場合においても、浸水防護重点化範囲の境界壁には、水密扉及び貫通部止水処
置を実施していることから、津波の流入はないと考えられる。

〇なお、既許可においては、循環水配管の破断箇所からの津波流入を想定していたが、基準津波３は隠岐トラフ海底地すべ
り単独に起因するものであることから、当該箇所の破断は想定されないため、上記の津波の流入以外については考慮する必
要はない。

(３) 内郭防護における評価結果への影響

※１：取水路防潮ゲート開状態において、既許可の評価から変更となる水位を赤字で記載
※２：３，４号炉海水ポンプ室床面はT.P.+6.0mの水位を想定し設計した浸水防止蓋を設置していることから、海水ポンプ室頂版からの津波の流入はないため、 ３，４号炉海

水ポンプ室前面の値ではなく、３，４号炉循環水ポンプ室前面の値を記載している
※３：ポンプの運転台数（循環水ポンプ１号２台運転、３号２台運転、海水ポンプ全号炉２台運転）及び解析モデルを実態に合わせた場合（2019年6月13日、第1回警報が

発表されない可能性のある津波への対応の現状聴取に係る会合の資料１に記載のポンプ運転台数及び解析条件における津波水位T.P.+3.0mに潮位のばらつき0.15mと
高潮裕度0.49mを考慮）の３，４号炉循環水ポンプ室の津波水位

隠岐トラフ海底地すべり単独の津波の防潮ゲート開状態における施設影響確認（３／４）

基準適合性、申請書記載要否（参考）（３／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P3修正



40

〇海水ポンプの取水可能水位を下回るため、海水ポンプの取水性が確保できない。

(４) 水位変動に伴う取水性低下のうち、海水ポンプ取水性に対する評価結果への影響

取水可能水位※１ 津波水位※２ 評価

1号炉 T.P.-3.21m T.P.-3.7m（1号炉海水ポンプ室前面）
津波水位が海水ポンプの取水
可能水位を下回るため、水位
低下によって海水ポンプが機能
保持できない。

2号炉 T.P.-3.21m T.P.-3.8m（２号炉海水ポンプ室前面）

3,4号炉 T.P.-3.55m T.P.-3.8m（３，４号炉海水ポンプ室前面）

(５)水位変動に伴う取水性低下のうち、津波の二次的な影響に対する評価結果への影響

※１：実験から設定した取水可能水位（１，２号炉：既許可で確認済みの数値、３，４号炉：既許可で未確認の数値）
※２：取水路防潮ゲート開状態において、既許可の評価から変更となる水位を赤字で記載

隠岐トラフ海底地すべり単独の津波の防潮ゲート開状態における施設影響確認（４／４）

基準適合性、申請書記載要否（参考）（４／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P4修正

〇基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積、陸上斜面崩壊による土砂移動・堆積については、
取水路防潮ゲート開の場合にも、海水ポンプ室前面における砂の堆積量が既許可を上回ることはない。

〇基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入については、発電所周辺海域の底質土砂の粒度分布
に変更がないことから、混入した浮遊砂による海水ポンプの機能への影響は無い。

〇津波の流向・流速等は、取水路防潮ゲートの条件が変更となった場合においても、発電所周辺の津波
の傾向に大きな変動はないことから、漂流物による海水ポンプの機能への影響は無い。



41基準適合性、申請書記載要否（参考）（５／２０）

潮位計による津波検知後の防潮ゲート閉止が実現できなった場合における影響（条文との関連)（例）

〇本表については、防潮ゲート閉止が実現できず、海水ポンプ、

燃料油貯油そうが津波防護できないと仮定した場合の機能

的に影響のある条文である。

〇防潮ゲート閉止が実現できなかった場合には多くの条文に影

響することから、信頼性を確保するため、防潮ゲートはMS-1

に位置づけられていると考えられる。

〇なお、これらの条文への影響については、第５条（第４０

条）において、防潮ゲートを閉止し、海水ポンプ等の設計基

準対象施設（重大事故等対処施設）を津波から防護する

こと（第５条、第４０条要求を満足すること）により回避で

きる。
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重要度分類指針（抜粋）（１／２）

基準適合性、申請書記載要否（参考）（６／２０）
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重要度分類指針（抜粋）（２／２）

基準適合性、申請書記載要否（参考）（７／２０）
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原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 第146回 議事録（2014年10月7日）

基準適合性、申請書記載要否（参考）（９／２０）
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〇規則の解釈第１２条２項において安全機能を定義しており、防潮ゲートを閉止判断にかかわる
情報提供機能がこれらの安全機能に該当するかを以下のとおり確認した。

安全機能 対象となる系 今回の潮位計の該当有無

原子炉の緊急停止機能 原子炉停止系 潮位計の情報提供機能は対象系（制御棒）の動作判断に直接該当しない。

未臨界維持機能 化学体積制御系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機
能

1次冷却材系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

原子炉停止後における除熱のための － －

残留熱除去機能 余熱除去系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

二次系からの除熱機能 主蒸気系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

二次系への補給水機能 補助給水系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却の
ための

－ －

原子炉内高圧時における注水機能 安全注入系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

原子炉内低圧時における注水機能 安全注入系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

格納容器内の放射性物質の濃度低減機能 格納容器スプレイ系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

格納容器の冷却機能 格納容器スプレイ系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

格納容器内の可燃性ガス制御機能 可燃性ガス濃度制御系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

非常用交流電源から非常用の負荷に対し電
力を供給する機能

所内非常用母線（交
流）

潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

非常用直流電源から非常用の負荷に対し電
力を供給する機能

所内非常用母線（直
流）

潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

非常用の交流電源機能 所内電源系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

非常用の直流電源機能 直流電源系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

設置許可基準規則第１２条を踏まえた潮位計の位置付け（1/2）

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１０／２０）
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安全機能 対象となる系 今回の潮位計の該当有無

非常用の計測制御用直流電源機能 計器用電源系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

補機冷却機能 原子炉補機冷却水系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

冷却用海水供給機能 原子炉補機冷却海水
系

潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。ただし、海水ポンプ
等を防護するための防潮ゲートの閉止判断にかかわる間接関連系（MS-2）。

原子炉制御室非常用換気空調機能 中央制御室非常用循
環系

潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

圧縮空気供給機能 制御用空気系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管
の隔離機能

1次冷却材系（原子
炉冷却材圧力バウンダ
リ）

潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

原子炉格納容器バウンダリを構成する配管の
隔離機能

主蒸気系、主給水系、
補助給水系、化学体
積制御系、安全注入
系、余熱除去系、制
御用空気系、格納容
器スプレイ系、試料採
取系、蒸気発生器ブ
ローダウン系

潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

原子炉停止系に対する作動信号の発生機能 原子炉安全保護系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

工学的安全施設に分類される機器若しくは系
統に対する作動信号の発生機能

原子炉安全保護系 潮位計の情報提供機能は対象系の動作に直接該当しない。

事故時の原子炉の停止状態の把握機能 計測制御装置 潮位計の情報提供機能は事故時の対象装置の把握機能に直接該当しない。

事故時の炉心冷却状態の把握機能 計測制御装置 潮位計の情報提供機能は事故時の対象装置の把握機能に直接該当しない。

事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能 放射線監視装置 潮位計の情報提供機能は事故時の対象装置の把握機能に直接該当しない。

事故時のプラント操作のための情報の把握機
能

計測制御装置 潮位計の情報提供機能は事故時の対象装置の把握機能に直接該当しない。

設置許可基準規則第１２条を踏まえた潮位計の位置付け（2/2）

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１１／２０）



47

取水口前水位 放水口前水位

基準津波１
（若狭海丘列付近断層＋隠岐ト
ラフ海底地すべり（エリアB）、
Kinematic）

隠岐トラフ海底地すべり（エリアB、
Kinematic）
（取水路防潮ゲート「開」）

隠岐トラフ海底地すべり（エリアC、
Kinematic）
（取水路防潮ゲート「開」）

比較概要
エリアBについては津波の襲来開始時に差があるものの、70分以降の津波周期に大
きな違いはない。エリアCについては基準津波に比べて水位の変動周期が大きいが傾
向は変わらないことを確認している。

〇基準津波１及び隠岐トラフ海底地すべり単独による津波の波形の比較を以下に示す。

防潮ゲート開状態における水位変動に伴う取水性低下のうち、津波の二次的な影響に対する評価（1/9）

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１２／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P6修正
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基準津波１
（若狭海丘列付近断層＋隠岐
トラフ海底地すべり（エリアB）、
Kinematic）

防潮ゲート開状態における水位変動に伴う取水性低下のうち、津波の二次的な影響に対する評価（2/9）

発生後40分 発生後43分 発生後45分

波形

概要

【取水口側・放水口側】
湾内方向の押し波により水位が上昇する

【取水口側・放水口側】
湾内方向の押し波が敷地に襲来する

【取水口側・放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下に転
じる

取水口前 放水口前

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１３／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P7再掲
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基準津波１
（若狭海丘列付近断層＋隠岐
トラフ海底地すべり（エリアB）、
Kinematic）

防潮ゲート開状態における水位変動に伴う取水性低下のうち、津波の二次的な影響に対する評価（3/9）

発生後47分 発生後50分 発生後53分

波形

概要

【取水口側・放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する

【取水口側】
湾外方向の押し波により水位が上昇する
【放水口側】
沖合が湾内方向の押し波に転じ水位が上
昇し始める

【取水口側】
湾内方向の引き波に転じ水位が低下し始
める
【放水口側】
湾内方向の押し波により水位が上昇する

取水口前 放水口前

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１４／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P8再掲
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発生後60分 発生後63分 発生後70分

波形

概要

【取水口側】
湾内方向の押し波により水位が上昇する
【放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する

【取水口側】
流速は湾外方向に向いているが取水口前
水位は上昇する
【放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する

【取水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する
【放水口側】
湾内方向の押し波により水位が上昇する

基準津波１
（若狭海丘列付近断層＋隠岐
トラフ海底地すべり（エリアB）、
Kinematic）

防潮ゲート開状態における水位変動に伴う取水性低下のうち、津波の二次的な影響に対する評価（4/9）

取水口前 放水口前

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１５／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P9再掲



51

発生後43分 発生後50分 発生後52分

波形

概要

【取水口側・放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する

【取水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じ敷地
に襲来する
【放水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じ水位
が上昇する

【取水口側】
流速は湾内方向に向いているが取水口前
水位は下降側に転じはじめる
【放水口側】
湾内方向の押し波により水位が上昇する

防潮ゲート開状態における水位変動に伴う取水性低下のうち、津波の二次的な影響に対する評価（5/9）

隠岐トラフ海底地すべり（エリアB、
Kinematic）
（取水路防潮ゲート「開」）

取水口前 放水口前

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１６／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P10再掲
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発生後57分 発生後61分 発生後64分

波形

概要

【取水口側】
流速は湾内方向に向いているが取水口前
水位は上昇側に転じはじめる
【放水口側】
沖合が湾外方向の引き波に転じ水位が低
下し始める

【取水口側】
沖合は湾外方向の引き波に転じ始めてい
る
【放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する

【取水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する
【放水口側】
沖合が湾内方向の押し波に転じ水位が上
昇し始める

防潮ゲート開状態における水位変動に伴う取水性低下のうち、津波の二次的な影響に対する評価（6/9）

隠岐トラフ海底地すべり（エリアB、
Kinematic）
（取水路防潮ゲート「開」）

取水口前 放水口前

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１７／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P11再掲
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発生後66分 発生後72分 発生後76分

波形

概要

【取水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する
【放水口側】
湾内方向の押し波に転じ水位が上昇する

【取水口側】
流速は湾内方向に向いているが取水口前
水位は低下する
【放水口側】
沖合が湾外方向の引き波に転じ水位が低
下し始める

【取水口側】
湾内方向の押し波により水位は上昇してい
る。
【放水口側】
沖合が湾内方向の押し波に転じ水位が上
昇し始める

防潮ゲート開状態における水位変動に伴う取水性低下のうち、津波の二次的な影響に対する評価（7/9）

隠岐トラフ海底地すべり（エリアB、
Kinematic）
（取水路防潮ゲート「開」）

取水口前 放水口前

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１８／２０）

第810回審査会合
資料1-2 P12再掲
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隠岐トラフ海底地すべり（エリアC、
Kinematic）
（取水路防潮ゲート「開」）

取水口前 放水口前

防潮ゲート開状態における水位変動に伴う取水性低下のうち、津波の二次的な影響に対する評価（8/9）

発生後50分 発生後57分 発生後60分

波形

概要

【取水口側・放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する

【取水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じ敷地
に襲来する
【放水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じ水位
が上昇する

【取水口側】
流速は湾内方向に向いているが取水口前
水位は下降側に転じはじめる
【放水口側】
湾内方向の押し波により水位が上昇してい
る

基準適合性、申請書記載要否（参考）（１９／２０）
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防潮ゲート開状態における水位変動に伴う取水性低下のうち、津波の二次的な影響に対する評価（9/9）

取水口前 放水口前

隠岐トラフ海底地すべり（エリアC、
Kinematic）
（取水路防潮ゲート「開」）

発生後65分 発生後75分 発生後85分

波形

概要

【取水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じ敷地
に襲来する
【放水口側】
湾外方向の引き波に転じ水位が低下する

【取水口側】
押し波から湾外方向の引き波に転じ水位
が低下する
【放水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じ敷地
に襲来する

【取水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じて敷
地に襲来する
【放水口側】
押し波から湾外方向の引き波に転じ水位
が低下する

基準適合性、申請書記載要否（参考）（２０／２０）
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〇防潮ゲート閉止を自動化する場合、潮位計の異常検知ロジックに加え、循環水ポンプの一連操作も自動化が必要である。

〇常用取水路が防潮ゲートにて閉止されている状態で循環水ポンプの運転を継続した場合、同じ取水路を共有する海水ポンプの
取水性に影響が出るため、防潮ゲート閉止前の循環水ポンプの停止等が必須である。

〇よって、これらを自動化する場合は、防潮ゲート閉止にかかる津波防護機能が、海水ポンプ取水にかかる安全系の冷却機能に
悪影響を及ぼさないよう、設計配慮が必要になる。

〇このため、対応時間に余裕がある限りは、安全機能への影響に考慮を要するような、新たな計装設備の追加や、複雑化を要す
る自動化は適切ではないと考えている。

〇なお、手動操作であれば、約９分の時間余裕があり、十分余裕をもって対応可能。よって、今回申請では自動化による約40秒
の時間短縮のメリットは享受せず、運転員による手動操作を選択。

防潮ゲート閉止自動化による影響について（参考）

※1 2号炉は T.P. +0.5m

T.P. +3.0m T.P. +3.5mT.P. +3.5m

T.P. +0.6m※1
ロータリースクリーン

海水ポンプ

海水取水

循環水ポンプ
循環水ポンプ 海水ポンプ

取水可能水位

②取水路
水位低下

③SWP取水性能低下①循環水ポンプ運転
継続時にゲート閉止

：既設備

：追加が必要な設備

：改造が必要な設備

防潮ゲート閉止自動化による影響


